
重要なお知らせ

初診時選定療養費

3,300円 (税込)

①初診で受診する際は、紹介状が必要な理由

②開業医への紹介が必要な方へ

　当院の外来診療は「400床以上」の病院として
　２次診療（開業医等からの紹介患者さんの診療）を受持つ病院として

　位置づけられています。

　地域の開業医さん等への紹介が必要な方は

 1階医療連携室にご相談ください。

※ 現行では 2,000円 を徴収させていただいておりますが、県内の医療機関との
 　均衡を図るため 4月より金額を上げさせていただきます。
※ 令和2年4月診療報酬改定で国の方針により、金額が変更されること
  もあります。

初診の方は「             」を
お持ちいただくことを推奨します。

紹介状紹介状

紹介状をお持ちいただかなくとも受診いただけますが、

診療費とは別に「                            」がかかります。初診時選定療養費初診時選定療養費

令和2年
4月1日～


